
道路交通法の改正により、平成２０年６月１日から後部座

席におけるシートベルトの着用が義務化され、バスのお客様

につきましてもシートベルトの着用義務の対象となっており

ます。 

お客様の安全のため、法律の趣旨をご理解いただきまして、

シートベルトを必ず着用下さいますようお願い申し上げます｡
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